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第３章 給水装置の構造及び材質 

 

１．給水装置の構造及び材質の基準 

配水管と機構的に一体をなしている給水装置は、水撃作用や水の逆流により汚染等が発生した場

合は、他の多くの給水装置にまで悪影響を及ぼすおそれがある。 

このため、給水装置の構造及び材質は、給水装置からの水の汚染を防止する等の措置が講じられ

ていることが必要であり、法及び施行令に定める基準に適合しているものでなければならない。 

給水装置の構造及び材質について法令等の規定は、次のとおりである。 

(1) 法第16条（給水装置の構造及び材質） 

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で

定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を

拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止する

ことができる。 

 

(2) 施行令第5条（給水装置の構造及び材質の基準） 

法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 

一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30 センチメートル以上離れ 

いること。 

※ 分岐位置の間隔は、給水管の取り出し穿孔による管体強度の減少を防止すること及び

給水装置相互間の水の流量に及ぼす影響を防止するためである。 

二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著

しく過大でないこと。 

※ 水の使用量に比して著しく過大な口径は、給水管内の水の停滞による水質の悪化を

招くおそれがあるので、これを防止するためである。 

三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

※ 配水管の水を吸引するようなポンプとの連結を禁止して、吸引による水道水の汚染、

他の需用者の水使用の障害等を防止するためである。 

四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるお

それがないものであること。 

※ 水圧、土圧等の諸荷重に対して十分な耐力を有し、使用する材料に起因して水が汚

染されるものではなく、また、不浸透質の材料によりつくられたものであり、継目等から

水が漏れ、又は汚水が吸引されるおそれがないものでなければならない。 

五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

※ 地下に一定以上の深さに埋設し、埋設しない場合は管巻立等の防護工事を施し、ま

た、電食、特殊な土壌等による侵食のおそれがあるときは特別の対応工事を施す等、給水

装置の破損によって水が汚染され、又は漏れるおそれがないように防護措置を講じなけれ

ばならない。 

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

(クロスコネクション禁止条項である。) 
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※ 専用水道、工業用水道等の水管その他の設備と直接連結してはならないとするもので

あり、直接連結する給水管及び給水用具は全て給水装置の一部となって本条の構造、

材質の基準が適用されることとなるのであり、この規定は、給水装置以外の水管及び

「給水用具」でない設備と直接に連結することを禁止した規定である。 

七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっ

ては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

※ 水槽、プール、流し等に給水する給水装置にあっては、装置内が負圧になった場合に

貯留水等が逆流するおそれがあるので、それらと十分な吐水口空間の保持、又は有効な逆

流防止装置を具備する等水の逆流防止の措置を講じなければならない。 

前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定

める。 

 

(3) 厚生労働省令の概要 

基準省令において定めている技術的細目は、施行令第5 条の各号列記の基準項目のすべて

について定めたものではなく、当該基準項目のうち技術的細目を必要とするものについて定めた

ものである。 

① 耐圧に関する基準（第1条） 

施行令第5条第1項第4号の「水圧に対し充分な耐力を有するものであること」及び「水が

漏れるおそれがないものであること」についての技術的細目を次のように定めている 

ア 給水装置（最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。次のイにおいて

同じ。）に一定の静水圧（1.75Mpa）を1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異

常が認められないこと。 

イ 給水装置の構造及び材質に応じた適切な接合が行われていること。 

ウ 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の

修理を容易に行うことができること。 

② 浸出等に関する基準（第2条） 

施行令第5条第1項第4号の「水が汚染されるおそれがないものであること」についての技

術的細目を次のように定めている。 

ア 飲用に供する水を供給する給水装置は、供試品からの金属等の浸出が基準値以下であ

ること。 

イ 給水装置は、末端部に排水機構が設置されているものを除き、水が停滞する構造でない

こと。 

ウ シアン等の水の汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して給水装

置を設置しないこと。 

エ 油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透する

おそれがない材質のもの又は適切な防護措置が講じられていること。 

③ 水撃限界に関する基準（第3条） 

施行令第5条第1項第5号の「破壊を防止するための適当な措置が講ぜられていること」に

ついての技術的細目として、水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、一定

の流速又は動水圧条件において止水機構を急閉止した際に生じる水撃作用による上昇圧

力が一定以下となるものであるか、又は水撃防止器具を設置すること等の水撃防止措置が

講じられているものでなければならないことを定めている。 
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④ 防食に関する基準（第4条） 

施行令第5条第1項第5号の「侵食を防止するための適当な措置が講ぜられていること」に

ついての技術的細目を次のように定めている。 

ア 酸又はアルカリによる侵食のおそれのある場所に設置されている給水装置は、それらに

対する耐食性材質のものであるか、又は適切な侵食防止措置が講じられていること。 

イ 漏えい電流による侵食のおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製のも

のであるか、又は適切な電気防食措置が講じられていること。 

⑤ 逆流防止に関する基準（第5条） 

施行令第5条第1項第4号の「水が汚染されるおそれがないものであること」及び同条第１

項第７号の「水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての技術

的細目を次のように定めている。 

ア 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、一定の逆流防止性能を

有する減圧式逆流防止器、逆止弁等の給水用具が水の逆流を防止することができる位置

に設けられ、又は一定以上の吐水口空間が確保されていること。 

イ 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、一定以上の

吐水口空間が確保され、当該場所の水管等と分離すること等により、適切な逆流防止措

置が講じられていること。 

⑥ 耐寒に関する基準（第6条） 

施行令第5条第1項第5号の「凍結を防止するための適当な措置が講ぜられていること」に

ついての技術的細目として、屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれの

ある場所に設置されている給水装置であって、断熱材で被覆すること等により適切な凍結防

止措置が講ぜられていないものについて、次のように定めている。 

ア 減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（給水用具の内部の弁を除く。以下「弁類」

という。）は一定回数の開閉操作後、一定の低温条件下で保持した後通水したとき、基準

省令に規定する耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 

イ 弁類以外の給水装置は、一定の低温条件下で保持した後通水したとき、基準省令に規

定する耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 

⑦ 耐久に関する基準（第7条） 

頻繁な開閉作動を繰り返すうちに弁類の耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能に

支障が生じることを防止するための基準であり、弁類は一定回数の開閉操作後、基準省令

に規定する耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 
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■ 給水装置の構造・材質に係る法体系 

 

 

水道法施行令第5 条（給水装置の構造及び材質の基準） 

法第16 条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 

第1号： 配水管への取付口は、他の給水装置の取付口から30 センチメートル以上離れていること 

第2号： 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し著しく過大で

ないこと。 

第3号： 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

第4号： 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は漏れるおれがない

ものであること。 

第5号： 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。 

第6号： 当該給水装置工事以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

第7号： 水槽，プール，流しその他水を入れ，又は受ける器具，施設等に給水する給水装置にあっては，水

の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 

 

 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

(1) 給水管及び給水用具が満たすべき性能要件の定量的な判断基準「給水管及び給水用具の性能基準」 

(2) 給水装置工事が適正に施行された給水装置であるか否かの判断基準「給水装置システムの基準」とし

て，次表の７項目の判断基準が定められた。 

基 準 項 目 
給水管及び給水用具の性能 

基     準 

給水装置システムの 

基   準 

第１条耐圧に関する基準 耐圧性能 ２項目 

第２条浸出に関する基準 浸出性能 ３項目 

第３条水撃限界に関する基準 水撃限界性能 １項目 

第４条防食に関する基準 ―  

第５条逆流防止に関する基準 逆流防止性能・負圧破壊性能 ３項目 

第６条耐寒に関する基準 耐寒性能 １項目 

第７条耐久に関する基準 耐久性能 ― 
 

 

 

 

水道法第16 条（給水装置の構造及び材質） 

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に

適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装

置をその基準に適合するまでの間、その者に対する給水を停止することができる。 
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■ 給水装置の性能基準の区分 

給水装置の構造及び材質の基準に関する厚生省令により個々の給水管及び給水用具が満たすべ

き性能基準は、耐圧、浸出、水撃限界、逆流防止、負圧破壊、耐寒及び耐久の７項目となる。 

これらの性能基準は、すべての給水装置工事材料に一律に適用するものではなく、性能基準ごとに、

その確保が不可欠な材料に限定して適用するものである。 

次表に、その目的と適用する給水装置工事材料を示す。 

基準項目 目       的 適用する給水装置工事材料 

耐 圧 性 能 
水道の水圧により給水装置に水

漏れ、破壊等が生じることを防止す
るためのもの。 

すべての給水管及び給水用具 
( 最 終 の 止 水 機 構 の 流 出 側 に 設 置 さ れ る も の を 除
く。) 

浸 出 性 能 
止水装置から金属等が浸出し、

飲用に供される水が汚染されること
を防止するもの。 

飲用に供する水に接触する可能性のある給水管及
び給水用具 
〔適用対象の器具例〕 
・給水管 
・末端給水用具以外の給水用具 
・継手類 
・バルブ類 
・貯水槽用ボールタップ 
・先止め式瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器 
・末端給水用具 
・台所用，洗面所用等の水栓 
・元止め式瞬間湯沸器及び貯蔵湯沸器 
・浄水器，自動販売機，冷水機 

水撃限界性能 

給水用具の止水機構が急閉止す
る際に生じる水撃作用により、給水
装置に破壊等が生じることを防止
するためのもの。 

水撃作用を生じるおそれのある給水用具であり、具
体的には水栓、ボールタップ、電磁弁、元止め式瞬
間湯沸器等がこれに該当する。 
なお、水撃作用を生じるおそれがあり、この基準を満
たしていない給水用具を設置する場合は、別途、水
撃防止器具を設置するなどの措置を講じなければな
らない。 

逆流防止性能 
給 水 装 置 か ら の 汚 水 の 逆 流 に よ
り、水道水の汚染や公衆衛生上の
問題が生じることを防止するもの。 

逆止弁、減圧式逆流防止器、逆流防止装置内蔵型
の給水用具 

負圧破壊性能 
給 水 装 置 か ら の 汚 水 の 逆 流 に よ
り、水道水の汚染や公衆衛生上の
問題が生じることを防止するもの。 

バキュウムブレーカー、負圧破壊装置内蔵型の給水
用具、吐水口空間により逆流を防止する構造の給水
用具(ボールタップ付きロータンク、ウォータークーラ
ー、自動販売機等) 

耐 寒 性 能 
 

給水用具内の水が凍結し、給水用
具に破壊等が生じることを防止す
るもの。 

凍結のおそれのある場所において設置される給水
用具（凍結のおそれがある場所においてこの基準を
満たしていない給水用具を設置する場合は、別途、
断熱材で被覆するなどの凍結防止措置を講じなけ
ればならない。） 

耐 久 性 能 

頻繁な作動を繰り返すうちに弁類
が故障し、その結果、給水装置の
耐圧性、逆流防止等に支障が生じ
ることを防止するためのもの。 

・減圧弁 
・逃し弁 
・逆止弁 
・空気弁 
・電磁弁等 
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■ 逆流防止について 

吐水口空間 

給水栓の吐水口と越流面までの垂直距離を吐水口空間という。 

吐水口空間は、逆流防止の最も一般的で確実な手段である。貯水槽や流し、洗面器、浴槽、プー

ル等に給水する場合には、給水栓の吐水口と水受け容器の越流面との間に必要な吐水口空間を確

保する必要がある。特に、事業活動に伴い、水を汚染する恐れがある有害物質を取り扱う場所に設

置する給水装置にあっては、貯水槽方式とすること等により、一定以上の吐水口空間を確保し、当

該場所の水管その他設備と給水用具を分離することなど、適切な逆流防止措置が講じられているも

のでなければならない。 

 

規定の吐水口空間 

① 呼び径が25 ㎜以下のものについては、次表による。 

 

 

 

 

 

 

 

注 1) 浴槽に給水する場合は、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は50㎜未満であっ

てはならない。 

2) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに、事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う水

槽及び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は200 ㎜未

満であってはならない。 

3) 上記1)及び2)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。 

 

 

 

 

 

 

① 吐水口の内径d 

② こ ま 押 さ え 部 分 の 内 径 

③ 給水栓の接続管の内径 

 

以上三つの内径のうち、最少内径を 

有効開口の内径d′として表す。 

 

 

 

洗面器等の場合 

 

呼び径の区分 
近接壁から吐水口の 

中心 までの水平距離Ｂ 

越流面から吐水口の 

最下端までの垂直距離Ａ 

13 ㎜以下 25 ㎜以上 25 ㎜以上 

13 ㎜を超え20 ㎜以下 40 ㎜以上 40 ㎜以上 

20 ㎜を超え25 ㎜以下 50 ㎜以上 50 ㎜以上 
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② 呼び径が25 ㎜を超える場合にあっては、次表による 

区      分 壁からの離れＢ 
越流面から吐水口の 

最下端までの垂直距離Ａ 

近接壁の影響がない場合 1.7d'＋5 ㎜以上 

近接壁の影響

がある場合 

近接壁１面の場合 

3d 以下 

3d を超え5d 以下 

5d を超えるもの 

3.0d'以上 

2.0d'＋5 ㎜以上 

1.7d'＋5 ㎜以上 

 

近接壁２面の場合 

4d 以下 

4d を超え6d 以下 

6d を超え7d 以下 

7d を超えるもの 

3.5d'以上 

3.0d'以上 

2.0d'＋5 ㎜以上 

1.7d'＋5 ㎜以上 

 

注1) d：吐水口の内径（㎜）      d'：有効開口の内径（㎜） 

2) 吐水口の断面が長方形の場合は長編をd とする。 

3) 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。 

4) 浴槽に給水する場合には、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は50 ㎜未満であっ

てはならない。 

5) プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う水槽及

び容器に給水する場合には、越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は200 ㎜未満であ

ってはならない。 

6) 上記4)及び5)は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。 
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(4) 枕崎市における独自基準（給水装置の構造及び材質等） 

災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に

行えるようにするため、配水管への取付口から市のメーターまでの間の給水装置に用いようとする

給水管及び給水用具の構造及び材質については、本市が別に定める基準に適合していなけれ

ばならない。 

 

(5) 本市が別に定める基準の概要 

① メーターまでの給水装置の構造 

メーターまでの給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければなら

ない。 

ア. メーターまでの給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、メーター等の

給水用具をもって構成し、「水道課」が定める付属器具を備えること。 

イ. 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。 

ウ. 口径300㎜を超える配水管から、給水管の分岐をしないこと。 

エ. 同一給水管に使用する分水栓は、1 個とする。 

オ. メーターまでの給水管の埋設の深さは、公道敷地内では、管天から1.2ｍ以上（道路管

理者が特に認めた場合及び道路管理者の指示がある場合を除く）、私道敷地内では、管

天から0.6ｍ以上、宅地内では、管天から0.3ｍ以上とすること 

カ.道路部分の給水管口径は、20㎜以上とすること。ただし、一時用で、撤去を前提としたも

のは除く。 

キ.現況で側溝があるところは、公道と民地との境界1.0ｍについては、給水管の埋設の深さ

は、管天から1.0ｍ以上とすること。（公道上を浅埋設とした場合） 

 （平成12年４月 市道占用協議会にて決定） 

② メーターの設置 

メーターは、次の各号により設置しなければならない。 

ア．メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置する

こと。ただし、水道課が特に認めた条件に該当するメーターについては、給水管より小口

径のものを使用することができる。 

イ．メーターの設置場所は、宅地内とすること。 

ウ．メーターを設置するに際しては、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び

盗難のおそれがない箇所を選定すること。 

エ.１つの給水装置で給水方式が異なる給水装置はメーターを個別に設置すること。 

  （非常用給水栓は除く） 

③ メーターまでの給水装置の材料 

メーターまでの給水装置の材料は、施行令第5条に規定する構造及び材質の基準に適合

したもののうちから水道課が指定するものでなければならない。 

メーターまでに使用できる給水装置の材料は、表3.1.1 のとおりである。 

④ メーターまでの給水装置の保護 

メーターまでの給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。 

ア. 給水管が側溝を横断する場合は、その下に布設すること。ただし、やむを得ず開渠に構

架するときは、給水管が損傷しないような充分の措置（さや管等）を講じ、かつ、高水位以

上の高さに布設すること。 
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⑤ 埋設シート及び埋設テープ等の設置 

         他の水道混合地区には、埋設シート及び埋設テープ等の設置を講じなければならない。 

ア. 道路に布設する給水管について、地下埋設管との位置確認及び事故を未然に防止す

るため、埋設シートを設置すること。 

イ. 集落水道等他の埋設管がある地域及び箇所は、表示テープにより上水道管を明示する

こと。 
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表3.1.1 メーターまでに使用できる給水装置の材料 

 

種     類 口  径（㎜） 規   格   等 

給

水

管 

水道用ダクタイル鋳鉄管 75,100 JWWA G 113 

水道用硬質塩化ビニルライニング

鋼管（ＶＢ） 

水道用内外面硬質塩化ビニルラ

イニング鋼管（ＶD） 

20,25,40,50,75,100 JWWA K 116 

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化 

ビニール管（HIVP） 
20,25,40,50，75,100 JIS K 6742 

異

形

管 

水道用ダクタイル鋳鉄異形管 75,100 JWWA G 114 

水道用樹脂コーティング管継手 20,25,40,50 
JWWA K 150 又は管理者

が指定するもの 

弁 

 

栓 

 

類 

水道用ソフトシール仕切弁 75,100 JWWA B 120 

水道用青銅仕切弁 20,25,40,50 管理者が指定するもの 

ボール式止水栓 20,25 管理者が指定するもの 

サドル付分水栓 
(50,75,100,150,200,250 

300)×20,25,40,50 
JWWA B 117  

不断水用割Ｔ字管 

75×(40,50), 

100×(40,50,75), 

150×(40,50,75,100), 

200,250×(40,50,75,100) 

300×(40,50,75,100) 

管理者が指定するもの 

甲型伸縮止水栓 

逆止付伸縮ボール式止水栓 
13,20,25,30,40 管理者が指定するもの 

そ

の

他 

ボックス 

(メーター用、止水栓用) 

鉄蓋及び下桝 

(青銅仕切弁用、仕切弁用) 

― 

管理者が指定するもの 

（公道上は、水道課の発注工

事と同仕様とするが、市章の

ないものとする。） 
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２．給水装置の基準適合制度 

2.1 基準適合制度の概要 

(1) 水道事業者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合

していないときは、供給規定の定めるところのより、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はそ

の者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

(水道法第16条) 

この制度は、製造・販売業者が自己認証又は第三者認証により基準適合を証明し、さらに、基

準適合品を使用して施行する義務がある指定工事事業者又は主任技術者は、この基準適合を確

認する必要がある。 

(2) 法第16条に基づく給水装置の構造・材質の基準は、試験方法まで含めて明確化されている。そ

のため、給水装置に用いる給水管や給水用具の「基準認証」すなわち基準に適合していることを

確認するシステムは、製造者が自ら製造過程の品質管理や製品検査を適正に行う「自己認証」が

基本とされている。 

 

2.2 認証品 

(1) 基準適合性の証明方法 

給水管及び給水用具の基準適合性の証明方法は、日本工業規格(JIS 規格)、日本水道協会

規格(JWWA)等に基づき構成される。検査合格品証等については、次のものがある。 

ア自己認証 

政省令により、構造・材質基準が明確化、性能基準化されたことから、製造業者や販売業者

が自らの責任において基準適合性を消費者に対して証明し、製品の販売を行うことができる。 

なお、自己認証の具体例としては、製造業者等が性能基準適合品であることを示す自社検

査証印等の表示を製品等に行うこと、製品が設計段階で基準省令に定める性能基準を満たす

ものとなることを示す試験証明書及び製品品質の安定性を示す証明書を製品の種類ごとに指

定工事事業者等に提示すること。 

イ第三者認証 

製造業者等との契約により、中立的な第三者認証機関が製品試験、工場検査等を行い、基

準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマーク

の表示を認める方法があるが、これは製造業者等の希望に応じて任意に行われるものであり、

義務づけられるものではない。 

第三者認証を行う機関の要件及び業務実施方法については、国際整合化等の観点から、Ｉ

ＳＯのガイドラインに準拠したものであることが望ましい。 

(2) 認証マークの表示 

ア 第三者認証機関は、基準を満たしていることを認証した製品に限って「認証マーク」の表示を

することが認められている。 

イ 第三者機関として、（社）日本水道協会を含め、（財）日本ガス機器検査協会、（財）日本燃焼

器具検査協会、（財）電気安全環境研究所、ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾀｰｽﾞ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ･ｲﾝｸ（UL）の５機関が

ある。 
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３．基準適合品の使用 

(1) 指定工事事業者は、給水装置工事に使用する給水管や給水用具について、その製品の製造

者に対して構造・材質基準に適合していることが判断できる資料の提出を求めることなどにより、

基準に適合している製品を確実に使用しなければならない。 

(2) ただし、この基準に適合している製品であれば、給水装置として使用することができるが、それら

を使ってさえいれば、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することになるというものではな

い。すなわち、個々の給水装置などが性能基準適合品であることは、「必要条件」であって「十分

条件」ではない。 

(3) つまり、給水装置は、個々の給水用具などについての性能とともに、システム全体としての逆流

防止、凍結防止、防食などの機能整備を必要とするものであり、また、給水装置システムの設計上

必要となる減圧弁の減圧性能などは個々の現場ごとに判断しなければならないので、「給水装置

に用いる個々の給水用具などが基準適合品であればそれで足りる」ことにはならない。 

(4) なお、給水装置に用いる製品が構造・材質基準に適合していることを認証することを業務とする

「第三者認証機関」によって、その認証済マークが表示されている製品もある。 

(5) 給水装置に使用する材料は、施行令第5 条で規定する給水装置の構造及び材質の基準、基

準省令に適合した製品で、使用場所に適したものを使用すること。なお、給水装置の維持管理上、

特に重要な部分（配水管への取付口から水道メータ-まで）の給水管及び給水用具は、管理者が

承認したものから調達すること。 

(6) その使用にあたっては、自己認証品、第三者認証品、日本工業規格品（JIS）、日本水道協会規

格品(JWWA)等であることを、主任技術者が必ず確認し、3年間保存すること。 

 

第３者認証機関の認証マーク等 
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４．給水装置の主な種類（参考） 

4.1 給水管 

(1) 給水管の主な管種と特徴 

管   種 口  径 長   所 短   所 

水道用ダクタイル鋳鉄管 

３種管 

〔ＤＩＰ（内面粉体塗装）） 

【JWWA G 113】 

75～250㎜ 

・強度が大で耐久性がある。 

・強靱性に富み衝撃に強い。 

・穿孔に適している。 

・継手の種類が豊富である。 

・重量が大である。 

・電食を受けやすい。 

・ 継 手 の 種 類 に よ っ て は 、 異

形管に防護が必要。 

水道用硬質塩化 

ビニルライニング鋼管 

A,B,D (ＳＧＰ－Ｖ) 

【JWWA K 116】 

13～150㎜ 
・抗張力、硬度が大きく外傷に強い。 

・管内にスケールの発生がない。 

・Ｄタイプは、電食、土壌、腐食に強

い。 

・ライニング部は熱に弱く、強

いショッ クを与えるとはく離

しやすい。 

・電食を受けやすい。 

・Ａタイプは、外面が一次防せ

い 錆 塗 装 の た め サ ビ や す

い。 

水道用ポリエチレン 

粉体ライニング鋼管 

A,B,D(ＳＧＰ－Ｐ) 

【JWWA K 132】 

13～100㎜ 

水道用ポリエチレン管 

１種二層管(ＰＰ) 

【JIS K 6762】 

13～50㎜ 
・耐食性に優れ、柔軟性に富み、耐

衝撃性が強い。 

・耐電食性が強い。 

・可燃性で、高温に弱い。 

・ 抗 張 力 が 小 さ く 、 硬 度 が 低

い。 

・油類に弱い。 

水道用ステンレス鋼管 

(ＳＳＰ) 

【JWWA G 115,119】 

13～50㎜ 

・ 耐 食 性 に 優 れ 、 サ ビ 、 ス ケ ー ル の

発生がない。 

・抗張力、硬度が大きい。 

・熱に強い。 

・異管種との接合に専用工具

が必要。 

・電食防止の継手が必要。 

水道用硬質ポリ塩化ビニル管 

(ＶＰ) 

【JIS K 6742, JWWA K 127】 

13～150㎜ ・耐食性、耐電食性に優れている。 

・重量が軽く取扱いが容易。 

・スケールの発生がない。 

・施工が容易である。 

・凍結及び熱に弱い。 

・衝撃に弱く破損しやすい 

・ 紫 外 線 に よ っ て 、 変 質 劣 化

が生じる。 

・ シ ン ナ ー な ど の 溶 剤 に 侵 さ

れる。 

・ ゴ ム 輪 形 は 、 抜出 阻 止 力 が

小さい。 

水道用耐衝撃性硬質ポリ 

塩化ビニル管(ＨＩＶＰ) 

【JIS K 6742, JWWA K 129】 

13～150㎜ 

水道用銅管(ＣＰ) 

【JWWA H 101】 
13～50㎜ 

・重量が軽い。 

・スケールの発生がない。 

・耐アルカリ性でコンクート内等の布

設に適する。 

・外傷を受けやすい。 

・電食を受けやすい。 

 

水道用ポリブデン管 

（ＰＢＰ） 

【JIS K 6792】 

 

10～50㎜ 
・ 耐 食 性 に 優 れ 、 可 と う 性に 富 み 施

工が簡単。 

・さや管ヘッダー方式を用いることに

より維持管理が容易にできる。 

・有機溶剤が浸透する。 

・管はだに傷がつきやすい 

・直射日光に弱い。 
水道用架橋ポリエチレン管 

Ｍ種単層（ＸＰＥＰ） 

【JIS K 6787】 

10～50㎜ 
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(2) 主な管種の形状、寸法及び重量 

① 水道用ダクタイル鋳鉄管【JWWA G 113】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

75 93.0 70.0 14.40 4.0  

100 118.0 95.0 18.62 4.0  

150 169.0 146.0 27.21 5.0  

200 220.0 197.0 35.80 5.0  

250 271.6 248.0 44.49 5.0  

 

② 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管【JWWA K 116】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

15 21.7 13.1 1.31 4.0  

20 27.2 18.6 1.68 4.0  

25 34.0 24.6 2.43 4.0  

40 48.6 38.6 3.89 4.0  

50 60.5 49.9 5.31 4.0  

80 89.1 76.7 8.79 4.0  

100 114.3 101.3 12.20 4.0  

150 165.2 150.2 19.80 4.0  

 

③ 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管【JWWA K 132】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

15 21.7 14.9 1.31 4.0  

20 27.2 20.4 1.68 4.0  

25 34.0 26.4 2.43 4.0  

40 48.6 40.4 3.89 4.0  

50 60.5 51.7 5.31 4.0  

80 89.1 79.1 8.79 4.0  

100 114.3 103.7 12.20 4.0  

 

④ 水道用ポリエチレン管１種二層管【JIS K 6762】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

15 21.5 14.5 0.184 120.0  

20 27.0 19.0 0.269 120.0  

25 34.0 24.0 0.423 90.0  

40 48.0 35.0 0.788 60.0  

50 60.0 44.0 1.216 40.0  

 

 

 

 



 25 

⑤ 水道用ステンレス鋼鋼管SUS 316【JWWA G 115】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

15 15.88 14.28 0.303 4.0  

20 22.22 20.22 0.532 4.0  

25 28.58 26.58 0.691 4.0  

40 42.70 40.30 1.250 4.0  

50 48.60 46.20 1.430 4.0  

 

⑥ 水道用硬質塩化ビニル管・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管【JIS K 6742，JWWA K 127,129】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

13 18.0 13.0 0.170 4.0  

20 26.0 20.0 0.303 4.0  

25 32.0 25.0 0.439 4.0  

40 48.0 40.0 0.774 4.0 又は5.0  

50 60.0 51.0 1.098 4.0 又は5.0  

75 89.0 77.2 2.156 4.0 又は5.0  

100 114.0 99.8 3.338 4.0 又は5.0  

150 165.0 145.8 6.561 4.0 又は5.0  

 

⑦ 水道用銅管【JWWA H 101】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

15 15.88 14.46 0.302 4.0  

20 22.22 20.60 0.487 4.0  

25 28.58 26.80 0.692 4.0  

40 41.28 38.80 1.394 4.0  

50 53.98 51.04 2.168 4.0  

⑧ 水道用ポリブデン管【JIS K 6792】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

13 17.0 12.8 0.090 120.0  

20 27.0 21.2 0.202 120.0  

25 34.0 28.1 0.265 100.0  

40 48.0 39.8 0.520 5.0  

50 60.0 49.9 0.802 5.0  

⑨ 水道用架橋ポリエチレン管Ｍ種単層【JIS K 6787】 

呼び径（㎜） 外径（㎜） 内径（㎜） 原管重量（kg/ｍ） 長さ（ｍ） 備考 

13 17.0 12.8 0.092 120.0  

20 27.0 21.2 0.206 100.0  

25 34.0 26.0 0.354 100.0  

40 48.0 36.8 0.701 60.0  

50 60.0 46.1 1.090 50.0  
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4.2 給水用具 

(1) 水栓類の主な種類 

ア.横水栓、 イ．胴長水栓、 ウ．自在水栓、 エ．立水栓、 オ．散水栓、            

カ．万能ホーム水栓、 キ．カップリング付横水栓、 ク． 化学水栓、                 

ケ．湯水混合水栓（シングルレバー式、サーモスタット式、ハンドシャワー付等） 

(2) バルブ類の主な種類 

ア.ボール止水栓、 イ．逆止弁付伸縮ボール止水栓・甲形伸縮止水栓  ウ．ボールタップ、 

エ．定水位弁、 オ．減圧弁、 カ．安全弁、 キ．定流量弁、 ク．逃し弁、ケ．青銅仕切弁 

  コ．空気弁、  

(3) 機器類の主な種類 

給水装置に直結して水道水を、ガス、電気、灯油等を使用して加熱する湯沸器類と、水道水を

冷却して使用する製氷機、ウォータークーラー及び電気食器洗機等がある。 

なお、取付けに際しては、機器の上流側に逆止弁を取り付けること。 

① 湯沸器の主な種類 

ア．瞬間湯沸器 

瞬間湯沸器とは、給水に関連してガス通路を開閉することができる機構を有し、水が熱交

換部を通過する間に加熱させる構造の給湯専用の器具をいう。 

一部に給水に関連しないで燃焼する形式のもの、又は給湯、暖房を兼ねた二回路式のもの

もあり、湯沸器から直接使用する元止め式と、給湯配管をとおして湯沸器から離れた場所で

使用できる先止め式がある。 

瞬間湯沸器の号数は、水温を25℃上昇させたとき1 分間に出るお湯の量(Ｌ)の数字であ

る。 

イ．貯蔵湯沸器 

ボールタップを備えた機器の容器に貯水した水を、一定温度に加熱して給湯する。水圧

がかからないため、湯沸器設置場所でしか湯を使うことができない。 

ウ．貯湯湯沸器 

貯湯湯沸器とは、貯湯槽内に貯えた水を加熱する構造で、湯温に連動して自動的に燃焼

通路を開閉あるいは電源を切り替え(ON/OFF)する機能をもっている。貯湯部が密閉されて

おり、配管には、減圧弁、安全弁（逃し弁）及び逆止弁等を必ず取付ける。 

エ．太陽熱利用貯湯湯沸器 

太陽熱利用貯湯湯沸器とは、省エネルギー対策の一環として、太陽熱集熱板、補助ボイ

ラー、蓄熱槽、ポンプ等を組み合わせたもの。 

オ．自動給湯する給湯機及び給湯付ふろがま 

給湯機とふろ機構を組み合わせたものである。自動給湯する給湯機及び給湯付ふろがま

には、自動湯張り型自然循環式ふろがま、自動湯張り型強制循環式ふろがま等がある。 

② その他の機器 

ア 製氷機 

製氷機とは、水道水を冷凍機構で冷却して氷を製造する機器をいう。構造上、水冷式と空

冷式がある。 

イ 自動販売機 

自動販売機とは、水道水を加熱又は冷却して原料に混合させて各種飲用類を販売するも

のである。 
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ウ 歯科医療用器 

歯科医療用器とは、直結された水を治療時の冷却や洗浄に使用するもの。 

エ 浄水器 

浄水器とは、水道水中の残留塩素等の溶存物質や濁度等の減少を主目的として、活性

炭又は他の濾材等を組み合わせて用いた水処理器具である。 

水栓の流入側に取付けられ常時水圧がかかる先止め式と、水栓の流出側に取付けられ

常時水圧がかからない元止め式がある。 

先止め式はすべて給水用具に該当する。元止め式については、浄水器と水栓が一体とし

て製造・販売されているものは給水用具に該当するが、浄水器単独で製造・販売され、消費

者が取付けを行うもの（給水栓直結型および据え置き型）は該当しない。 

 

(4) ユニット類 

ユニット類とは、給水器具の２以上の組合わせ、１セットとして取扱うもので器具ユニット、配管

ユニット、設備ユニットがある。 

① 直結加圧形ポンプユニット（通称：増圧ポンプ） 

直結加圧形ポンプユニットとは、給水装置に直接接続して給水圧力を増圧するポンプ設備

をいう。 

通常は、加圧ポンプ、制御盤、圧力タンク、逆止弁等をあらかじめ組み込んだユニット形式と

なっている場合が多い。 

 

4.3 補助材料 

補助材料とは、器具機材の補助的な材料で給水栓コマ、シールテープ、配管用接着剤等である。 

 

 


